
大田市一時預かり利用者負担軽減事業（ご案内）

所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等に対して利用料の一部を補助し、保護者の子育てに関する心理的、身体的負担の軽減を図ります。

1． 補助対象者及び補助金額
大田市に住民票があり、大田市内の一時預かり保育施設（大田保育園、久利保育園を除く）を利用された方で、以下の①～④に該当する世帯が対象です。
	対象世帯
	補助金額
（児童１人あたり日額）

	①生活保護受給世帯
	１，８００円

	②市町村民税非課税世帯
	１，８００円

	③世帯の市町村民税所得割合算額が７７,１０１円未満である世帯
	１，８００円

	④その他市長が特に支援が必要と認めた世帯
	１，５００円


※幼児教育・保育の無償化（子育てのための施設等利用給付）の対象となる場合は対象外です。
※昼食代は対象外です。

２．手続き方法
　　　利用児童の保護者が一時預かりの利用料を施設へ全額支払った後、市へ申請書類を提出してくだ
さい。

③申請書類の提出
1 施設の利用
（料金の支払い）

　[image: ]　　　　　　　　　　[image: ]　　　　　　　　　　　　[image: ]（交付決定された場合）
⑤補助金の給付
④交付決定又は却下
②領収書発行
（申請案内）
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大田市のHP及び
申請書はこちらから
[image: ]


３．申請書類の受付期間
　　利用した年度の年度末（３月３１日）まで大田市HP｜一時預かり

	
４．補助金の振込時期
市で審査した後交付決定された場合は、交付決定額を指定の口座へ振り込みます。

【問い合わせ先】大田市役所こども政策課保育・幼稚園係　TEL：0854-83-8196（直通）
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